
令和３年度　地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当経費（予算）

19,392 705,000

※令和3年度の地方消費税収の22分の12に相当する額を「社会保障施策に要する経費」に充当することとされています。

社会保障施策に要する経費 R3地方消費税交付金予算額 1,269,000×12/22≒705,000

合計 7,735,903 1,994,9475,016,564 0

予防費（扶助費） 11,306

生活保護費（扶助費） 2,690,000 2,017,500

2,011

69,168

8,072 512 711

195,724

42,807

児童手当給付費 789,500

175,600 496,900

母子福祉対策費（扶助費） 409,280 143,698 690

乳幼児及び児童医療対策費（扶助費） 114,100 54,135 2,030 15,128

668,650 31,556

569 1,610

107,284

89,294

保育所運営費（補助費等） 522,034 376,836 37,914

2,520 207,275 586,532

児童福祉費（扶助費） 8,211 6,032

400,497

精神障害者福祉費（扶助費） 44,000 1,500 5,549 15,701

7,127

141,533

（単位：千円）

事業名（歳出予算科目） 予算額

財　源　内　訳

特　定　財　源

20,168

30,826

国・県支出金

7,706

地方消費税交付金 その他

5,500

137 1,976

2,179,148

一　般　財　源

市債 その他

1,637,118

6,640 10,894

老人福祉対策費（扶助費） 32,795

22,240

5,593身体障害者福祉費（扶助費）

後期高齢者医療費 818,567

心身障害者福祉対策費（扶助費） 109,256 60,896

21,250

障害者自立支援事業費（扶助費）


